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暫定上級タンデム技能証・上級タンデム技能証について 

 

 ２０１９年４月１日よりタンデム技能証、上級タンデム技能証規程が改定、新設になり

ました。２０１８年度迄にタンデム技能証を取得の皆さまへは、２０２０年３月３１日迄

有効の暫定上級タンデム技能証をお送りし、猶予期間を設け移行検定を開催して来ました。

２０２０年度の上級タンデム技能証については下記の通りとなります。今後の上級タンデ

ム技能証検定スケジュールについては、決まり次第ＪＨＦウエブサイト等でご案内します。 

 

 

記 

 

1．上級タンデム技能証制度の導入に伴う移行措置は、２０２０年３月３１日で終了します。 

暫定上級タンデム技能証は同日をもって無効となり、上級タンデム検定を受検・合格して

いない方の技能証は「タンデム証」になります。 

「タンデム証」で同乗飛行できるのは同居親族とＰ証の方です。上級タンデム証を持つ教

員/助教員が監督者となれば、フライヤー登録者を乗せて飛行することもできますが、この

場合、監督者が「上級タンデム練習生登録」をＪＨＦ事務局に提出することが条件となり

ます。 

 

2．《重要》《重要》《重要》《重要》上級タンデム技能証を有さない方が、タンデム技能証の範囲外の方を同乗させ

て飛行した場合、あるいは上記登録をせずにフライヤー登録者を同乗させた場合。 

・ＪＨＦの技能証制度は法律ではありませんが、事故を起こした場合の過失割合の計算に

おいては考慮されますので、パイロット及びスクールの過失割合が大きくなる可能性があ

ります。 

また、保険代理店の見解は次のようになっています。 

・事故を起こした場合でも、パイロットあるいはスクールが加入しているスクール賠償保



険による保険金の支払いはなされると考えられる。ただし、ＪＨＦの技能証規程が守られ

ていない状況であると保険会社が判断した場合、ＪＨＦそのものの信用がなくなり、以後

ＪＨＦに関するスクール賠償保険の引き受けを一切断られる恐れがある。 

一つのスクールの問題ではなく、全てのスクール・エリアに影響が及びかねません。 

タンデム飛行のリスクを理解し、技能証規程の範囲外の同乗者とのタンデム飛行は絶対にタンデム飛行のリスクを理解し、技能証規程の範囲外の同乗者とのタンデム飛行は絶対にタンデム飛行のリスクを理解し、技能証規程の範囲外の同乗者とのタンデム飛行は絶対にタンデム飛行のリスクを理解し、技能証規程の範囲外の同乗者とのタンデム飛行は絶対に

おこなわないようお願いします。おこなわないようお願いします。おこなわないようお願いします。おこなわないようお願いします。    

 

3．２０２０年４月１日以降、上級タンデム技能証の検定は次のようになります。 

 

① 技能証規程の改定により、従来は「不合格の場合は一ヶ月以上の再練習期間を設け再

検定を行う」でしたが、「不合格の場合は、上級タンデム技能証を有する教員の推薦を受け

た上で再検定を行う」となりました。 

＊ＪＨＦウエブサイトの上級タンデム技能証検定会申込みフォームにてご入力の

上、再検定推薦書、参加誓約書をご提出ください。 

 

②上級タンデム証を初めて受検する方は、「上級タンデム技能証実技チェックシート」及び

タンデム飛行５０本以上のフライトログの提出が必要となります。 

＊ＪＨＦウエブサイトの上級タンデム技能証検定会申込みフォームにてご入力の

上、上級タンデム技能証実技チェックシート、タンデム飛行５０本以上のフライ

トログ、健康診断書、参加誓約書をご提出ください。 

 

③受検料は、初回２０，０００円、実技のみ再受検の場合１０，０００円、実技と学科両

方再受検の場合は２０，０００円になります。 

２０１９年３月からの１年間で開催した検定会の収支を計算した結果、受検料の改定が

必要となりました。ご了承お願いいたします。 

 

 

添付： ① 再検定推薦書 

 ② 上級タンデム技能証実技チェックシート 

 ③ 上級タンデム練習生登録 

 

以 上 


